
共同利用施設指定管理者候補者の選定結果について 

１．施設名称・指定管理者候補者 

公の施設の名称 指定管理者候補者 

共同利用施設池田市立神田会館 
池田市神田３丁目５番１６号 

共同利用施設池田市立神田会館運営委員会 

共同利用施設池田市立豊島南会館 
池田市豊島南１丁目８番５号 

共同利用施設池田市立豊島南会館運営委員会 

共同利用施設池田市立住吉会館 
池田市住吉２丁目３番２４号 

共同利用施設池田市立住吉会館運営委員会 

共同利用施設池田市立呉服会館 
池田市呉服町１１番１号 

共同利用施設池田市立呉服会館運営委員会 

共同利用施設池田市立秦野会館 
池田市旭丘１丁目９番Ｇ－１０１号 

共同利用施設池田市立秦野会館運営委員会 

共同利用施設池田市立豊島北会館 
池田市豊島北１丁目７番１７号 

共同利用施設池田市立豊島北会館運営委員会 

共同利用施設池田市立早苗の森会館 
池田市神田４丁目７番２号 

共同利用施設池田市立早苗の森会館運営委員会

共同利用施設池田市立井口堂北会館 
池田市井口堂１丁目６番４号 

共同利用施設池田市立井口堂北会館運営委員会

共同利用施設池田市立神田北会館 
池田市神田１丁目２８番２７号 

共同利用施設池田市立神田北会館運営委員会 

共同利用施設池田市立宇保会館 
池田市宇保町５番１７号 

共同利用施設池田市立宇保会館運営委員会 

共同利用施設池田市立城南会館 
池田市城南１丁目８番２２号 

共同利用施設池田市立城南会館運営委員会 



共同利用施設池田市立空港会館 
池田市空港１丁目１１番４号 

共同利用施設池田市立空港会館運営委員会 

共同利用施設池田市立鉢塚会館 
池田市鉢塚２丁目８番５号 

共同利用施設池田市立鉢塚会館運営委員会 

共同利用施設池田市立五月丘会館 
池田市五月丘２丁目４番１号 

共同利用施設池田市立五月丘会館運営委員会 

共同利用施設池田市立桃園会館 
池田市桃園１丁目９番１２号 

共同利用施設池田市立桃園会館運営委員会 

共同利用施設池田市立上池田会館 
池田市上池田１丁目９番１９号 

共同利用施設池田市立上池田会館運営委員会 

共同利用施設池田市立渋谷会館 
池田市渋谷３丁目３番１８号 

共同利用施設池田市立渋谷会館運営委員会 

共同利用施設池田市立旭丘会館 
池田市旭丘３丁目７番１３号 

共同利用施設池田市立旭丘会館運営委員会 

共同利用施設池田市立南畑会館 
池田市畑１丁目７番４号 

共同利用施設池田市立南畑会館運営委員会 

共同利用施設池田市立荘園会館 
池田市荘園１丁目７番１３号 

共同利用施設池田市立荘園会館運営委員会 

共同利用施設池田市立花園会館 
池田市旭丘１丁目１番１０号 

共同利用施設池田市立花園会館運営委員会 

共同利用施設池田市立石橋北会館 
池田市石橋２丁目４番１６号 

共同利用施設池田市立石橋北会館運営委員会 

共同利用施設池田市立宮之原会館 
池田市神田４丁目１０番１０号 

共同利用施設池田市立宮之原会館運営委員会 

共同利用施設池田市立中之嶋会館 
池田市神田３丁目８番１２号 

共同利用施設池田市立中之嶋会館運営委員会 



共同利用施設池田市立河原島会館 
池田市神田３丁目５番２１号 

共同利用施設池田市立河原島会館運営委員会 

共同利用施設池田市立姫室・室町会館
池田市姫室町３番１号 

共同利用施設池田市立姫室・室町会館運営委員会 

共同利用施設池田市立北神田会館 
池田市神田２丁目２１番２８号 

共同利用施設池田市立北神田会館運営委員会 

２．指定期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

３．選定理由 

 当該施設を通じて提供されるサービスの主たる対象となる住民で構成される団体であ

るため、公募によらず、上記団体を指定管理者候補者として選定する。


